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勝浦小学校人権 に来ませんか!勝浦小学校について一緒に考えてみましょう！人権
　１２月４日～１０日は人権週間です。市ではさまざまな場所でさまざまな啓発活動を行います。
皆さんのご協力・ご参加をお願いします。　
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●申込・問い合わせ 　市人権政策課（福間庁舎）　☎４３・８１２９

　市教育委員会では、勝浦小学校への校区通学を特例的に認める「勝浦小学校入学特別認可制度」の平成
２４年度新規転入学児童を募集しています。

地域の人に人形浄瑠璃を指導してもらって
いる勝浦小の児童

獅子楽の太鼓音が運動場に響き渡る運動会
での発表会

　「少人数の学校に子どもを通わせたい」「自然豊かな環境の中で、
もっと個性や長所を伸ばしてあげたい」と考えている人に、通
学区域の枠を越えて転入学できる制度が「勝浦小学校入学特別認
可制度」です。
　勝浦小学校は、全校児童が５１人ほどの小さな学校です。担
任の先生が受け持つ児童数も１０人前後と少なく、「きめ細やかな
指導」が可能です。
　全校児童で取り組む行事も多く、学年の枠を越えた子どもたち
の交流の輪が広がります。

　市内に住んでいる児童で、制度の趣旨に賛同すれば、どなたで
も勝浦小学校への転入学ができます（申請が必要です）。また、通学
に係る費用（公共交通機関を利用する場合）については、一部を市
が補助します。

●講師紹介
　１９４７年に東京で生まれる。
　　明治学院大学（英文科）卒業後、新聞記者（１０年間）を経てフリーとなり現在にいたる。
　１９８０年に取材のために北朝鮮を訪れた後、朝鮮半島専門誌「コリア・レポート」

を創刊し、現在、その編集長を務める。
　　テレビ、ラジオなどで評論活動を始める一方、１９９２年から開始した韓国取材

も今日まで２０数回にも及んでおり、外交問題に対するその見識の高さから参議院
朝鮮問題調査会の参考人や海上保安庁の政策アドバイザーとして活躍する。また、
２００３年から沖縄大学の客員教授に就任している。

   ◆著書ならびに訳書
　「北朝鮮１００の新常識」（ザ・マサダ）「北朝鮮亡命７３０日ドキュメント」（小学館）
　「強者としての在日」（ザ・マサダ）　「韓国経済ハンドブック」（全日出版）
　「金正日『延命工作』全情報」（小学館）
　「潜行指令」（ザ・マサダ）　「凍れる河を越えて 」（講談社） 　コミュニティ・スクールとして、学校、家庭、地域が共に

力を合わせ次のような子どもの育成を目指しています。
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申込期限　１２月１６日（金）

申込・問い合わせ
　・市学校教育課（津屋崎庁舎）  ☎５２・２９０６
　・勝浦小学校 ☎５２・０３６４

※授業や子どもたちの様子など、学校の状況を確認・見学し
たい場合は、勝浦小学校に直接ご連絡ください（体験入学
できます）。
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勝浦小学校 
藤原  富男校長

上西郷幼稚園での活動孝明保育園での活動

〜人権感覚豊かな社会実現を〜
「心の国際化をめざして」

※託児（生後６カ月～就学前。
１人当たり３００円）を希望する
人は、１２月１日（木）までに市
人権政策課へご連絡ください。

12月10日
13：0 0～ 15：0 0
（受付12：30から）
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街頭啓発 講師派遣事業

●	 ７	：３０　ＪＲ福間駅
●	１５	：００　ルミエール福津店前

　１２月の街頭啓発活動を下記
の通り行います。
 日時・場所
　12月5日（月）

　市では、人権教育・啓発活動の一環とし
て講師派遣事業を行っています。
　企業や行政区、シニアクラブ、各種団体
（小中学校、高校のＰＴＡなど１０人以上の
団体）に講師を紹介・派遣し、人権教育・
啓発活動の充実に努めています。
　希望する人（団体）は、市人権政策課（福間
庁舎）まで問い合わせください。

特設人権相談
　人権擁護委員会では毎月定例の人
権相談を実施しています。人権をは
じめとする多くの問題について疑問や
悩みをお持ちの人は、ご相談ください。
◆日時　毎月第４水曜日（祝日および
　　　　年末は問い合わせ）
　　　　１０：００～１５：００
◆場所　ふくとぴあ２階
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